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野球協約変更部（００→０１） 

 

 

旧（００） 

第３１条 （参加球団の変更） この組織に参加する球団は、その参加資格を他に譲渡しよ

うとするとき、または名義の如何を問わずその球団の実際上の保有者を変更しようとする

ときは、新しい球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の１１

月３０日までに実行委員会の承認を申請しなければならない。 

ただし特別の事情により実行委員会において申請期限の延期が承認された場合はこの限り

ではない。 

［１９７３．１１．１４、１９８０．３．３１改正］ 

   ＊第１７条（審議事項）（４） 

 

新（０１） 

第３１条 （参加球団の変更） この組織に参加する球団は、その参加資格を他に譲渡しよ

うとするとき、または名義の如何を問わずその球団の実際上の保有者を変更しようとする

ときは、新しい球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の１１

月３０日までに実行委員会の承認を得なければならない。 

ただし特別の事情により実行委員会において申請期限の延期が承認された場合はこの限り

ではない。 

［１９７３．１１．１４、１９８０．３．３１、２０００．７．１７改正］ 

   ＊第１７条（審議事項）（４） 

 

 

旧 

第３８条 （保護地域） この協約の地域権により保護される地域とそれぞれの連盟の構成

球団を次の通りとする。 

セントラル野球連盟構成球団とその保護地域 

  株式会社よみうり          東京都 

  株式会社ヤクルト球団        東京都 

  株式会社横浜ベイスターズ      神奈川県 

  株式会社中日ドラゴンズ       愛知県 

  株式会社阪神タイガース       兵庫県 

  株式会社広島東洋カープ       広島県 

パシフィック野球連盟構成球団とその保護地域 

  株式会社西武ライオンズ       埼玉県 

  株式会社千葉ロッテマリーンズ    千葉県 

  日本ハム球団株式会社        東京都 

削除  : 申請しなければ
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  近鉄野球株式会社          大阪府 

  オリックス野球クラブ株式会社    兵庫県 

  株式会社福岡ダイエーホークス    福岡県 

［１９７２．１２．１８、１９７７．１０．４、１９７８．１０．１２、１９８０．３．

３１、１９８８．１１．２２、１９９０．９．７、１９９１．１０．３１、１９９１．１

１．２２、１９９２．７．２１、１９９３．４．１改正］ 

（１９７７．１２．２２旧注２注３削除新注２追加、１９８０．３．３１注削除） 

   ＊第１７条（審議事項）（３） 

 

新 

第３８条 （保護地域） この協約の地域権により保護される地域とそれぞれの連盟の構成

球団を次の通りとする。 

セントラル野球連盟構成球団とその保護地域 

  株式会社よみうり          東京都 

  株式会社ヤクルト球団        東京都 

  株式会社横浜ベイスターズ      神奈川県 

  株式会社中日ドラゴンズ       愛知県 

  株式会社阪神タイガース       兵庫県 

  株式会社広島東洋カープ       広島県 

パシフィック野球連盟構成球団とその保護地域 

  株式会社西武ライオンズ       埼玉県 

  株式会社千葉ロッテマリーンズ    千葉県 

  日本ハム球団株式会社        東京都 

  株式会社大阪近鉄バファローズ          大阪府 

  オリックス野球クラブ株式会社    兵庫県 

  株式会社福岡ダイエーホークス    福岡県 

［１９７２．１２．１８、１９７７．１０．４、１９７８．１０．１２、１９８０．３．

３１、１９８８．１１．２２、１９９０．９．７、１９９１．１０．３１、１９９１．１

１．２２、１９９２．７．２１、１９９３．４．１、１９９９．１２．１改正］ 

（１９７７．１２．２２旧注２注３削除新注２追加、１９８０．３．３１注削除） 

   ＊第１７条（審議事項）（３） 

 

 

旧 

第６４条 （外国のプロ野球選手） 球団は外国のプロフェッショナル野球組織に属し、ま

たは属した外国人選手と、毎年６月３０日以後、選手契約の承認を求めることはできない。 

［１９９１．１２．２６改正］ 

 

削除  : 近鉄野球株式会社



- 3 - 

新 

第６４条 （年度連盟選手権中の新規契約） 球団は毎年 7 月 1 日から年度連盟選手権試合

終了の翌日までの期間は、新たな選手契約の承認を得ることができない。 

［１９９１．１２．２６、２０００．７．１７改正］ 

 

 

旧 

第８９条 （参稼報酬の最低保障） 支配下選手の参稼報酬の最低額は、年額４００万円と

する。 

［１９７９．９．４、１９８２．１１．１５、１９８５．１．２５（１９８６年度から適

用）、１９８７．７．６（１９８８年度から適用）１９９１．１２．２６改正］ 

 

新 

第８９条 （参稼報酬の最低保障） 支配下選手の参稼報酬の最低額は、年額４４０万円と

する。 

［１９７９．９．４、１９８２．１１．１５、１９８５．１．２５（１９８６年度から適

用）、１９８７．７．６（１９８８年度から適用）１９９１．１２．２６、２０００．７．

１７改正］ 

 

 

旧 

第８９条の２ （出場選手追加参稼報酬） 球団は参稼報酬年額１３００万円未満の選手が

セントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として

登録された場合は、登録日数１日につき、１３００万円とその選手の参稼報酬年額との差

額の１５０分の１に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。 

追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が１

３００万円を超える場合は、その超過額は支払われない。 

登録および登録抹消の効力は公示の日から発生する。 

［１９９５．１１．２１、１９９６．３．１２改正］ 

 

新 

第８９条の２ （出場選手追加参稼報酬） 球団は参稼報酬年額１５００万円未満の選手が

セントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として

登録された場合は、登録日数１日につき、１５００万円とその選手の参稼報酬年額との差

額の１５０分の１に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。 

追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が１

５００万円を超える場合は、その超過額は支払われない。 

登録および登録抹消の効力は公示の日から発生する。 

削除  :  

削除  : （外国のプロ野球選

手） 球団は外国のプロフェ

ッショナル野球組織に属し、

または属した外国人選手と、

毎年６月３０日以後、選手契

約の承認を求めることはで

きない。

削除  : ４００

削除  : １３００

削除  : １３００

削除  : １３００
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［１９９５．１１．２１、１９９６．３．１２、２０００．９．２改正］ 

 

 

旧 

第１７５条 （外国旅行） 連盟または球団の役職員あるいは選手、監督、コーチが、野球

に関連して、単独またはティームを編成して外国旅行をするときは、所属連盟会長を経由

して、コミッショナーの許可を得なければならない。許可を得ることなく外国旅行を行な

った者には、コミッショナーは適当な制裁を科する。 

 

新 

第１７５条 （外国旅行） 連盟または球団の役職員あるいは選手、監督、コーチが、野球

に関連して、単独またはティームを編成して外国旅行をするときは、所属連盟会長を経由

して、コミッショナーに届け出なければならない。届け出ることなく外国旅行を行なった

者には、コミッショナーは適当な制裁を科する。［２０００．１．２０改正］ 

 

 

旧 

第１９９条 （権利行使） その年ＦＡ資格を取得している選手（以下ＦＡ資格選手という）

がＦＡの権利を行使するためには、本協約第２０１条の１号に定める期間内に行使するこ

とを表明し、手続きをとらなければならない。所定の期間内に手続きをとらない場合は、

ＦＡの権利の行使を保留したものとする。 

コミッショナーは、ＦＡの権利を行使する旨文書で申請のあった選手（以下ＦＡ宣言選手

という）名をその年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除

く７日間を経た翌日の午後３時にＦＡ宣言選手として公示する。［１９９７．１０．７改正］ 

［注］ コミッショナーからＦＡ宣言選手として公示された選手は、在籍している球団と

次年度選手契約を締結するか、もしくは同選手契約の締結に同意している場合を含み、

すべてＦＡの権利の行使となる。 

 

新 

第１９９条 （権利行使） その年ＦＡ資格を取得している選手（以下ＦＡ資格選手という）

がＦＡの権利を行使するためには、本協約第２０１条の１号に定める期間内に行使するこ

とを表明し、手続きをとらなければならない。所定の期間内に手続きをとらない場合は、

ＦＡの権利の行使を保留したものとする。 

コミッショナーは、ＦＡの権利を行使する旨文書で申請のあった選手（以下ＦＡ宣言選手

という）名をその年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除

く７日間を経た翌日の午後３時にＦＡ宣言選手として公示する。［１９９７．１０．７改正］ 

［注］ コミッショナーからＦＡ宣言選手として公示された選手は、直前まで在籍してい

た球団（以下旧球団という）と選手契約を締結するか、もしくは同選手契約の締結に同

削除  : の許可を得なければ

ならない。

削除  : 許可を得ることなく

削除  : 在籍している球団と

次年度選手契約を締結する

か、
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意している場合を含み、すべてＦＡの権利の行使となる。［２０００．７．１７改正］ 

 

 

旧 

第２０１条 （行使の表明） 

（１）ＦＡ資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、

祭日を除く７日間以内に、在籍球団にたいしＦＡの権利を行使する意志を表明するこ

とができる。 

［１９９７．１０．７改正］ 

［注］ ＦＡの権利を行使する意志のないＦＡ資格選手は、本協約第１９９条の規定によ

りその年はＦＡの権利の行使を保留したものとする。 

（２）ＦＡの権利を行使する意志を表明したＦＡ資格選手は、第１号に規定する期間内に、

在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなけ

ればならない。 

［注１］ 本条２号の７日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年ＦＡ資格選手名簿公

示の日に各球団に通知する。［１９９７．１０．７改正］ 

［注２］ 本条２号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送

信も受け付けるが、その原本は送信日から３日以内にコミッショナー事務局に届けなけ

ればならない。 

（３）ＦＡ宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から翌年の１月３１日までの期間中、

直前まで在籍していた球団（以下旧球団という）を含みいずれの球団とも次年度選手

契約締結交渉を行うことができる。［１９９７．１０．７改正］ 

（４）いずれの球団も、本条３号に規定する期間中にＦＡ宣言選手と次年度選手契約締結

に合意したときは、統一契約書の写しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なく

コミッショナーに通知しなければならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、

その都度これを公示する。 

（５）１月３１日までにいずれの球団とも選手契約を締結できなかったＦＡ宣言選手は自

由契約選手とし、コミッショナーはこれを公示する。 

 

新 

第２０１条 （行使の表明） 

（１）ＦＡ資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、

祭日を除く７日間以内に、在籍球団にたいしＦＡの権利を行使する意志を表明するこ

とができる。 

［１９９７．１０．７改正］ 

［注］ ＦＡの権利を行使する意志のないＦＡ資格選手は、本協約第１９９条の規定によ

りその年はＦＡの権利の行使を保留したものとする。 

（２）ＦＡの権利を行使する意志を表明したＦＡ資格選手は、第１号に規定する期間内に、
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在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなけ

ればならない。 

［注１］ 本条２号の７日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年ＦＡ資格選手名簿公

示の日に各球団に通知する。［１９９７．１０．７改正］ 

［注２］ 本条２号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送

信も受け付けるが、その原本は送信日から３日以内にコミッショナー事務局に届けなけ

ればならない。 

（３）ＦＡ宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から旧球団を含みいずれの球団とも次

年度選手契約締結交渉を行うことができる。［１９９７．１０．７、２０００．７．

１７改正］ 

（４）いずれの球団も、ＦＡ宣言選手と選手契約締結に合意したときは、統一契約書の写

しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なくコミッショナーに通知しなければ

ならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、その都度これを公示する。［２

０００．７．１７改正］ 

 

 

 

旧 

第２０２条 （選手契約の条件） ＦＡ宣言選手と次年度選手契約を締結する球団は、当該

選手の参稼報酬年額を同選手の直前シーズンの統一契約書に明記された参稼報酬年額（以

下前参稼報酬年額という）を超える額とすることはできない。 

ただし、球団が当該選手の前参稼報酬年額および稼働成績にかんする特別な事情をコミ

ッショナーに文書で申請し、コミッショナーがこれを認めた場合は、本条の制限を超える

参稼報酬年額で選手契約を締結することができる。［１９９７．１０．７改正］ 

 

新 

第２０２条 （選手契約の条件） ＦＡ宣言選手と選手契約を締結する球団は、当該選手の

参稼報酬年額を日本プロフェッショナル野球組織に所属する球団での同選手の直前シーズ

ンの統一契約書に明記された参稼報酬年額（以下前参稼報酬年額という）を超える額とす

ることはできない。［２０００．７．１７改正］ 

ただし、球団が当該選手の前参稼報酬年額および稼働成績にかんする特別な事情をコミ

ッショナーに文書で申請し、コミッショナーがこれを認めた場合は、本条の制限を超える

参稼報酬年額で選手契約を締結することができる。［１９９７．１０．７改正］ 

 

 

旧 

第２０３条 （ＦＡ宣言選手の参稼報酬の減額制限） ＦＡ宣言選手が次年度選手契約を締

結する場合は、第９２条（参稼報酬の減額制限）の規定にかかわらず、当該選手の前参稼

削除  : 翌年の１月３１日ま

での期間中、直前まで在籍し

ていた球団（以下旧球団とい

う）

削除  : 本条３号に規定する

期間中に

削除  : 次年度

削除  : （５）１月３１日まで

にいずれの球団とも選手契

約を締結できなかったＦＡ

宣言選手は自由契約選手と

し、コミッショナーはこれを

公示する。

削除  : 次年度
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報酬年額から２５％を超えて減額することもさまたげない。 

 

新 

第２０３条 （ＦＡ宣言選手の参稼報酬の減額制限） ＦＡ宣言選手が選手契約を締結する

場合は、第９２条（参稼報酬の減額制限）の規定にかかわらず、当該選手の前参稼報酬年

額から２５％を超えて減額することもさまたげない。［２０００．７．１７改正］ 

 

 

旧 

第２０４条 （金銭調停の不請求） 球団およびＦＡ宣言選手は、次年度選手契約の締結交

渉において参稼報酬額等金銭にかんする調停を求めることはできない。 

 

新 

第２０４条 （金銭調停の不請求） 球団およびＦＡ宣言選手は、選手契約の締結交渉にお

いて参稼報酬額等金銭にかんする調停を求めることはできない。［２０００．７．１７改正］ 

 

 

旧 

第２０５条 （球団の補償） 直前シーズンに他の球団に在籍していたＦＡ宣言選手と次年

度選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなけれ

ばならない。 

（１）金銭による補償は、当該ＦＡ宣言選手が旧球団と契約した統一契約書に明記された

前参稼報酬年額と同額とする。 

（２）選手による補償は、当該ＦＡ宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手の

うち、外国人選手および同球団が任意に定めた３０名を除いた選手名簿から旧球団が

当該ＦＡ宣言選手１名につき各１名を選び、獲得することができる。前記の選手名簿

の旧球団への提示はＦＡ宣言選手との次年度選手契約締結がコミッショナーから公

示された日から２週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該ＦＡ宣言

選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。また同一連

盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位と

する。 

ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記１号の金額に５０％を加

算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。 

（３）前記１号、２号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の公示が行われた後、

４０日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団

の同意がある場合は、期間を延長することができる。 

［注１］ 前記２号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。

拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記２号のただ

削除  : 次年度

削除  : 次年度
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し書きを準用する。［１９９８．１１．１８改正］ 

［注２］ ＦＡ宣言選手が翌年１月３１日までに、日本プロフェッショナル野球組織

に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、自由契約選手と公示された後、

いずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該ＦＡ宣言選手の旧球

団にたいして前記１号および２号の補償を必要とする。 

 

新 

第２０５条 （球団の補償） 日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍

していたＦＡ宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭およ

び選手を補償しなければならない。［２０００．７．１７改正］ 

（１）金銭による補償は、当該ＦＡ宣言選手が最初のＦＡの権利行使の場合は旧球団と契

約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額と同額、再度のＦＡの権利行使の場合

は旧球団と契約した統一契約書の明記された前参稼報酬年額の５０％とする。［２０

００．７．１７改正］ 

（２）選手による補償は、当該ＦＡ宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手の

うち、外国人選手および同球団が任意に定めた３０名を除いた選手名簿から旧球団が

当該ＦＡ宣言選手１名につき各１名を選び、獲得することができる。前記の選手名簿

の旧球団への提示はＦＡ宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示され

た日から２週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該ＦＡ宣言選手と

選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。また同一連盟内に

おいては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。

［２０００．７．１７改正］ 

ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記１号の金額に５０％を加

算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。 

（３）前記１号、２号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が

行われた後、４０日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償につい

ては、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。 

（４）ＦＡ宣言選手がＦＡ宣言した年の翌々年の１１月３０日まで日本プロフェッショナ

ル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、ＦＡ宣言した年の翌々

年の１２月１日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と

選手契約を締結した場合、そのＦＡ宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補

償を必要としない。［２０００．７．１７改正］ 

［注１］ 前記２号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。

拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記２号のただ

し書きを準用する。［１９９８．１１．１８改正］ 

［注２］ ＦＡ宣言選手がＦＡ宣言した年の翌々年の１１月３０日までに日本プロフ

ェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、そ

の球団は当該ＦＡ宣言選手の旧球団にたいして前記１号および２号の補償を必要

削除  : 直前シーズンに

削除  : 次年度

削除  : 次年度

削除  : 翌年１月３１日まで

に、

削除  : いずれの球団とも選

手契約を締結せず、自由契約

選手と公示された後、
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とする。［２０００．７．１７．改正］ 

 

 

旧 

第２０６条 （球団の獲得選手数） 球団がＦＡ宣言選手のうち直前シーズンまで他の球団

に在籍していた選手と次年度の選手契約を締結できるのは２名までとする。 

ただし、公示されたＦＡ宣言選手数が２１名から３０名の年度は３名まで、同３１名か

ら４０名の年度では４名まで、同４１名以上の年度では５名まで選手契約を締結すること

ができる。 

 

新 

第２０６条 （球団の獲得選手数） 球団がＦＡ宣言選手のうち直前シーズンまで日本プロ

フェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していた選手と次年度の選手契約を締

結できるのは２名までとする。 

ただし、公示されたＦＡ宣言選手数が２１名から３０名の年度は３名まで、同３１名か

ら４０名の年度では４名まで、同４１名以上の年度では５名まで選手契約を締結すること

ができる。［２０００．７．１７改正］ 
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旧 

統一契約書様式 

     発効 １９５１．１２．１ 

     改正 １９５３．１０．１９、１９５５．９．７、１９５５．１１．１６ 

        １９５６．９．１０、１９５８．１２．２３、１９５９．７．３０ 

        １９５９．１１．２６、１９６１．８．２１、１９６２．６．１９ 

        １９６４．１２．１６、１９６６．１．２６、１９６７．９．１１ 

        １９７０．２．１、１９７１．１．１３、１９７１．１０．８ 

        １９７２．７．１４、１９７３．９．１４、１９７５．３．２５ 

        １９７５．６．２８、１９７５．１２．２２、１９７９．２．８ 

        １９７９．９．４、１９８０．２．１３、１９８５．１．２５ 

        １９８５．５．１３、１９９１．１０．３１、１９９５．１．２４ 

        １９９６．１．１６ 

 

新 

統一契約書様式 

     発効 １９５１．１２．１ 

     改正 １９５３．１０．１９、１９５５．９．７、１９５５．１１．１６ 

        １９５６．９．１０、１９５８．１２．２３、１９５９．７．３０ 

        １９５９．１１．２６、１９６１．８．２１、１９６２．６．１９ 

        １９６４．１２．１６、１９６６．１．２６、１９６７．９．１１ 

        １９７０．２．１、１９７１．１．１３、１９７１．１０．８ 

        １９７２．７．１４、１９７３．９．１４、１９７５．３．２５ 

        １９７５．６．２８、１９７５．１２．２２、１９７９．２．８ 

        １９７９．９．４、１９８０．２．１３、１９８５．１．２５ 

        １９８５．５．１３、１９９１．１０．３１、１９９５．１．２４ 

        １９９６．１．１６、２０００．９．１２ 

 

 

旧 

第３条 （参稼報酬） 球団は選手にたいし、選手の２月１日から１１月３０日までの間の

稼働にたいする参加報酬として金･･････円（税込み）を次の方法で支払う。 

契約が２月１日以後に締結された場合、２月１日から契約締結の前日まで１日につき前項

の参稼報酬の３００分の１を減額する。［１９７２．７．１４改正］ 

 

新 

第３条 （参稼報酬） 球団は選手にたいし、選手の２月１日から１１月３０日までの間の

稼働にたいする参加報酬として金･･････円（消費税及び地方消費税･･････円を含む）を次 削除  : 税込み
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の方法で支払う。 

契約が２月１日以後に締結された場合、２月１日から契約締結の前日まで１日につき前項

の参稼報酬の３００分の１を減額する。［１９７２．７．１４改正］ 

 


